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１．目標指標の設定 

誘導施策の達成状況を評価するために目標値を設定します。目標値の設定の考え方は以

下のとおりです。 

 

【目標値設定の考え方】 

 誘導施策の３つの柱（都市機能誘導に係る施策・居住誘導に係る施策・公共交通等に

係る施策）それぞれに目標値を設定します 

 目標値は客観的・定量的な指標とし、時系列を基本に収集・分析が可能なデータを使用

します 

 段階的に整備していく施設等については、その施設数や規模等を指標として設定します 
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（１）目標値の設定 

① 都市機能誘導に係る施策 ～都市機能誘導による生活利便性向上～ 

■誘導施設の立地状況 

地区 都市機能 関連施設・立地の現状：令和 2（2020）年 
目標 

令和 22 
(2040)年 

鴻巣駅周辺及び 
市役所周辺地区 

⾏ 政 
⽂ 化 交 流 

市役所本庁舎 ○ 

現状以上を 
⽬標とする 

市役所⽀所 − 
市⺠活動センター・コミュニティセン
ター ○ 
⽣涯学習センター 

⼦ 育 て ⼩規模保育所（認可外保育所） ○ 

商 業 ⼤規模⼩売店（⾷料品取扱あり）⼜は
スーパーマーケット ○ 

⾦ 融 銀⾏、信⽤⾦庫、労働⾦庫、信⽤組合
（窓⼝があるもの） ○ 

吹上駅周辺地区 

⾏ 政 
⽂ 化 交 流 

市役所本庁舎 − 

現状以上を 
⽬標とする 

市役所⽀所 ○ 
市⺠活動センター・コミュニティセン
ター ○ 
⽣涯学習センター 

⼦ 育 て ⼩規模保育所（認可外保育所） − 

商 業 ⼤規模⼩売店（⾷料品取扱あり）⼜は
スーパーマーケット − 

⾦ 融 銀⾏、信⽤⾦庫、労働⾦庫、信⽤組合
（窓⼝があるもの） ○ 

北鴻巣駅周辺地区 

⾏ 政 
⽂ 化 交 流 

市役所本庁舎 − 

現状以上を 
⽬標とする 

市役所⽀所 − 
市⺠活動センター・コミュニティセン
ター ○ 
⽣涯学習センター 

⼦ 育 て ⼩規模保育所（認可外保育所） ○ 

商 業 ⼤規模⼩売店（⾷料品取扱あり）⼜は
スーパーマーケット ○ 

⾦ 融 銀⾏、信⽤⾦庫、労働⾦庫、信⽤組合
（窓⼝があるもの） − 
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② 居住誘導に係る施策 ～安全・快適な住宅市街地の形成～ 

 

③ 公共交通等に係る施策 ～歩いて暮らせる市街地環境の形成～ 

指標名 指標の説明 
現状値 
令和 4 

(2022)年 

目標値 
令和 22 

(2040)年 

公共交通徒歩利⽤
圏⼈⼝カバー率 

算出⽅法：公共交通徒歩利⽤圏（駅から半径 800ｍ
⼜はバス停から半径 300ｍの範囲）内の
居住⼈⼝の総⼈⼝に対する割合を算出
する。 

⽬標値 ：公共交通網の維持と拠点周辺の回遊性向
上に伴う利⽤促進により、運⾏の維持を
図る。 

83.6％ 83.6％ 

 
 
 
（２）計画全体の目標値の設定 

設定した目標値が達成されることにより、本計画が目指す都市の将来像に向けて一定の

効果が表れ、鴻巣市を住み良いまちであると感じる市民の割合が増えることが期待されます。 

計画目標年次に合わせて、以下の効果指標の達成を検証します。 

 

指標名 指標の説明 
現状値 
令和 4 

(2022)年 

目標値 
令和 22 

(2040)年 

住 み 良 い ま ち で
あること（まちづ
くり市⺠アンケー
ト※26） 

算出⽅法：まちづくり市⺠アンケートの設問「現在
の鴻巣市は、住み良いまちであると思い
ますか」について、「住み良い」と「どち
らかといえば住み良い」の回答割合の合
計（令和４年度：59.5％） 

⽬標値 ：継続的な上昇を図る。 

59.5％ 70％ 

  

指標名 指標の説明 
現状値 
令和 4 

(2022)年 

目標値 
令和 22 

(2040)年 

居住誘導区域内
の⼈⼝密度 

算出⽅法：令和４（2022）年の住⺠基本台帳⼈⼝を
地図上に展開、居住誘導区域内の⼈⼝と
⼈⼝密度を算出する。 

⽬標値 ：⼈⼝が減少する中でも、現状の⼈⼝密度
を維持する。 

66.7 ⼈/ha 66.7 ⼈/ha 

※26 まちづくり市⺠アンケート：鴻巣市総合振興計画の⽬標達成状況の確認のために⾏われている意識調査。定期的に
実施されている調査であることから、⽬標指標として採⽤する。 
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２．進行管理 

国の都市計画運用指針では、「市町村は、立地適正化計画を策定した場合においては概

ね５年ごとに計画に記載された施策・事業の実施状況について調査、分析及び評価を行い、

立地適正化計画の進捗状況や妥当性等を精査、検討することが望ましい。また、その結果や

市町村都市計画審議会における意見を踏まえ、施策の充実、強化等について検討を行うと

ともに、必要に応じて、適切に立地適正化計画や関連する都市計画の見直し等を行うことが

望ましい。」とされています。 

本市においては、本計画策定後、計画の実効性を高めるため、市庁内関係各課による横

断的な推進会議を開催し、計画の進捗状況の管理を行うこととします。計画の推進にあたっ

ては、Plan（計画）－Do（実行）－Check（評価）－Action（改善）の各プロセスによって計

画の進捗状況をチェックし、計画全体の進行管理を行います。 

計画対象期間中は、概ね５年ごとに進捗状況の確認に基づく計画の見直しを行うとともに、

都市の将来像や現況の都市構造の大きな変化、都市計画マスタープランの見直し、新たな

施策への取組みの必要性等が生じ、本計画の見直しが必要となった場合は、適時見直しを

行います。 

 

■立地適正化計画における PDCA サイクル 

 
 
 
 
 

鴻巣市立地適正化計画 

鴻巣市都市計画マスタープラン 

Plan 
何をどうしていくか計画 

立地適正化計画の策定 

Action 
計画内容を変更するか判断 

施策継続／見直し 

Do 
計画に沿って実行 

施策事業の実施 

Check 
計画の達成状況を評価 

目標の達成状況 




